
 

糸島市立図書館協議会委員募集要領 

 

１．協議会の役割 

  糸島市立図書館の運営に関する必要事項を審議 

２．募集人数 

  ２人  

※書類選考を実施します。 

３．任期 

  委嘱の日から２年（R8.4.1～R10.3.31） 

４．応募資格 

① 市内に在住又は勤務する 18歳以上（令和８年４月１日現在）で、図書館利用カードを所

持している人 

② 委員に就任したときに、市が委嘱する審議会などの委員の数が３つ以内の人 

③ 平日の昼間に開催する会議（年２回程度）に出席できる人 

５．報酬等 

  会議１回の出席につき６，９００円程度 

６．応募方法 

  応募用紙に必要事項を記入し、郵送又はメールで提出（800～1200字程度の作文あり） 

※作文テーマ 「市民に親しまれるこれからの図書館とは」 

７．応募用紙配布場所 

糸島市生涯学習課及び糸島市立図書館各館  

※市ホームページからダウンロードできます。 

８．応募期限  

令和８年１月３０日（金）※郵送は当日消印有効 

９．結果通知 

令和８年２月中旬ごろ（予定）、全員に結果通知を郵送します。 

10．応募先・問い合わせ 

 糸島市 生涯学習課 

〒８１９－１１９２ 糸島市前原西１－１－１  ☎（３３２）－２０９２ 

メールアドレス：shogaigakushu@city.itoshima.lg.jp 

11．募集方法 

広報いとしま１月号及び市ホームページに掲載 

12．委員の決定 

  応募者が３名以上の場合、作文審査のうえ応募者の中から２名を決定する。 

応募者が２名以下の場合、「４．応募資格」を満たしていることを確認のうえ決定する。 

13．委嘱状交付 

  第１回協議会（令和８年５月開催予定）にて交付 



 

糸島市立図書館協議会委員 

応募申込書 

ふりがな  性 別 

氏   名  
男 ・ 女 

答えたくない 

生年月日       年   月   日 （満   歳） 

住   所 

 

〒    － 

 

連 絡 先 電 話 

自宅： 

 

携帯： 

応募動機、経歴 

自己ＰＲなど 

 

※個人情報については、本協議会に関する通知や連絡等で使用し、それ以外の目的では 

使用しません。 

 

 ●応募方法  本申込書を生涯学習課へ郵送又はメールで提出 

（800～1200字程度の作文あり） 

※作文テーマ「市民に親しまれるこれからの図書館とは」 

 ●応募期限  令和８年１月３０日（金）※郵送は当日消印有効 

 ●応 募 先  〒819-1192  糸島市前原西一丁目１番１号  

         糸島市役所 生涯学習課  

メールアドレス：shogaigakushu@city.itoshima.lg.jp 



 

 

 

 

申 告 書 

 

糸島市地域振興部長  波多江 修二 様 

 

 令和  年  月  日   

 

                   住 所                    

 

                   氏 名                    

 

 

  糸島市立図書館協議会委員の応募にあたり、下記のとおり申告します。 

  なお、下記の内容について、糸島市立図書館システム登録情報と照合することに同意します。 

 

記 

 

図書館利用カード番号  

就任中の、市が委嘱する

審議会等の名称 

 

 

 


